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委員は，会員の中より評議員会において委嘱する。その任期は１年とする。 
但し，再任を妨げない。 

１．運営委員   若干名 
運営委員は，運営委員会を組織し，会務を執行する。 
運営委員⻑は，会⻑を以てこれに当てる。 
運営委員会に，編集委員，庶務委員，会計委員，研究会委員を常置する。 
運営委員会は，委員の３分の２以上の出席によって成立し，議決は出席者の 
３分の２以上による。 

２．監査委員   若干名 
監査委員は，本会の会計を監査する。 

第８条 会員は，評議員会の定める次の会費を納付しなければならない。 
(但し，平成 26 年 4 月以降の入学者より適用する） 

普通会員  年額  ５，０００円 
学生会員  年額  ２，５００円 入学時に修業年限分を全額納付 
（２年次転学部生及び３年次編入生を含む） 
院生会員  年額  ２，５００円 入学時に修業年限分を全額納付 
特別会員  評議員会で定める。 

なお，会費の払い戻しは，その納付が重複する場合を除いて，行わない。 
第９条 本会は，決算及び予算の報告を行う。 
第10条  会員は，次の権利を有する。 

１．本会による印刷物の配布を無料ないし特価で受けること 
２．本会の事業に参加すること 

第11条 本会則の改正及び本会則に定めのない事項は評議員会の決議による。 
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